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議案第 ３６号

川口市行政組織条例の一部を改正する条例

川口市行政組織条例（平成１０年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第２条危機管理部の事務分掌中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同事

務分掌に第１号として次の１号を加える。

(1) 危機管理の統括に関すること。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ３７号

川口市職員定数条例の一部を改正する条例

川口市職員定数条例（昭和４５年条例第６号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「２，５１０人」を「２，５４３人」に改め、同項第２号

中「２３人」を「２４人」に改め、同項第３号中「５５５人」を「５７３人」に改

め、同項第８号中「５８０人」を「５８７人」に改め、同項第９号イ中「８８０人

」を「８８４人」に改める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ３８号

川口市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例

川口市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１４年条例第１７号）

の一部を次のように改正する。

第２条第１項中第１１号を第１２号とし、第８号から第１０号までを１号ずつ繰

り下げ、第７号の次に次の１号を加える。

(8) 公益財団法人全国市町村研修財団

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ３９号

川口市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例

川口市保健衛生関係事務手数料条例（平成２９年条例第５５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条中「（平成２年法律第７０号）」の次に「、農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する法律（令和元年法律第５７号）」を加える。

第２条中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に改め、同条各号を次のよう

に改める。

(1) 飲食店営業許可申請手数料

ア 新規の場合 １件につき １７，６００円

イ 継続の場合 同 １４，０００円

(2) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売

する営業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ６，８００円

イ 継続の場合 同 ５，４００円

(3) 食肉販売業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １０，７００円

イ 継続の場合 同 ８，５００円

(4) 魚介類販売業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １０，７００円

イ 継続の場合 同 ８，５００円

(5) 魚介類競り売り営業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(6) 集乳業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １０，７００円

イ 継続の場合 同 ８，５００円

(7) 乳処理業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円
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イ 継続の場合 同 １９，６００円

(8) 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(9) 食肉処理業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(10) 食品の放射線照射業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(11) 菓子製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １５，４００円

イ 継続の場合 同 １２，３００円

(12) アイスクリーム類製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １５，４００円

イ 継続の場合 同 １２，３００円

(13) 乳製品製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(14) 清涼飲料水製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(15) 食肉製品製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(16) 水産製品製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(17) 氷雪製造業許可申請手数料

- 5 -



ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(18) 液卵製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １５，４００円

イ 継続の場合 同 １２，３００円

(19) 食用油脂製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(20) みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １７，６００円

イ 継続の場合 同 １４，０００円

(21) 酒類製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １７，６００円

イ 継続の場合 同 １４，０００円

(22) 豆腐製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １５，４００円

イ 継続の場合 同 １２，３００円

(23) 納豆製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １５，４００円

イ 継続の場合 同 １２，３００円

(24) 麺類製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １５，４００円

イ 継続の場合 同 １２，３００円

(25) そうざい製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(26) 複合型そうざい製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ３５，０００円

イ 継続の場合 同 ２８，０００円
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(27) 冷凍食品製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(28) 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ３５，０００円

イ 継続の場合 同 ２８，０００円

(29) 漬物製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １５，４００円

イ 継続の場合 同 １２，３００円

(30) 密封包装食品製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

(31) 食品の小分け業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 １５，４００円

イ 継続の場合 同 １２，３００円

(32) 添加物製造業許可申請手数料

ア 新規の場合 同 ２４，５００円

イ 継続の場合 同 １９，６００円

第１２条中「のおいて」を「において」に改める。

第１７条第４号中「第１２条第２項」を「第１２条第４項」に改め、同条第６号

中「第１３条第３項」を「第１３条第４項」に改め、同条第８号中「第１４条第１

３項」を「第１４条第１５項」に改め、同条第１２号中「第３９条第４項」を「第

３９条第６項」に改め、同条第１４号中「第４０条の５第４項」を「第４０条の５

第６項」に改め、同条第１５号中「第１条の５第１項」を「第２条の３第１項」に

改め、同条第１６号中「第１条の６第１項」を「第２条の４第１項」に改める。

第２７条を第２８条とし、第２６条を第２７条とし、第２５条を第２６条とする。

第２４条中「第２２条」を「第２３条」に改め、同条を第２５条とし、第２３条

を第２４条とし、第２２条を第２３条とし、第２１条を第２２条とする。

第２０条の次に次の１条を加える。
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（農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する事務の手数料の額等）

第２１条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（以下この条において「

法」という。）に基づき市長に発行等の申請をしようとする者は、次に定めると

ころにより市に手数料を納付しなければならない。

(1) 法第１５条第２項の規定に基づく輸出証明書（衛生証明書に限る。）の発行

手数料 １件につき ８７０円

(2) 法第１７条第２項の規定に基づく適合施設認定申請手数料

ア 市長が実地に調査を行う場合 同 ２０，９００円

イ ア以外の場合 同 １０，４００円

附則に次の見出し及び２項を加える。

（食品衛生法に関する事務手数料の額等の特例）

３ 第２条各号の規定にかかわらず、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和元年政令第１２３号。

以下この項及び次項において「整備令」という。）附則第２条の規定によりなお

従前の例により同条に規定する営業を行う者が、同条の規定によりなお従前の例

により営業を行うことができることとされる期間の満了の日までの間に、当該営

業について、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）第

２条の規定による改正後の食品衛生法（次項において「新法」という。）第５５

条第１項の規定に基づき許可の申請をしようとする場合（当該営業が整備令によ

る改正後の食品衛生法施行令（次項において「新令」という。）第３５条各号に

規定する営業に相当すると市長が認める場合に限る。）の手数料の額は、第２条

各号に規定する継続の場合における手数料の額とする。

４ 第２条第１６号、第２９号及び第３１号の規定にかかわらず、令和３年６月１

日前に食品衛生に関する条例（以下この項において「条例」という。）第２条第

１項の規定に基づき次の表の左欄に掲げる営業の許可を受けていた者であって、

整備令第９条の規定により当該営業を行うものが、同表の中欄に掲げる営業につ

いて新法第５５条第１項の規定に基づき許可の申請をしようとする場合の手数料

の額は、令和６年５月３１日までの間は、同表の右欄に定める額とする。

- 8 -



条例第２条第１項 新令第３５条第２９号に掲げる営業 １２，３００円
第３号に掲げる営
業 新令第３５条第３１号に掲げる営業 １２，３００円

（同条第２９号に該当する営業にお
いて製造された食品に係るものに限
る。）

条例第２条第１項 新令第３５条第１６号に掲げる営業 １９，６００円
第４号に掲げる営 （条例第２条第１項第４号に掲げる
業 営業に相当すると市長が認めるもの

に限る。）

新令第３５条第３１号に掲げる営業 １２，３００円
（同条第１６号に該当する営業（条
例第２条第１項第４号に掲げる営業
に相当すると市長が認めるものに限
る。）において製造された食品に係
るものに限る。）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第１２条の改正規定 公布の日

(2) 第２７条を第２８条とし、第２６条を第２７条とし、第２５条を第２６条と

する改正規定、第２４条の改正規定及び同条を第２５条とし、第２３条を第２

４条とし、第２２条を第２３条とし、第２１条を第２２条とする改正規定、第

２０条の次に１条を加える改正規定並びに附則第３項の規定 令和３年４月１

日

(3) 前２号及び次号に掲げる規定以外の規定 令和３年６月１日

(4) 第１７条の改正規定 令和３年８月１日

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市保健衛生関係事務手数料条例（以下「新条例」

という。）第２条の規定は、前項第３号に掲げる規定の施行の日以後の申請に係

る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例

による。

３ 新条例第２１条の規定は、附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日以後の申

請に係る手数料について適用する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ４０号

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第７１号）の一部を次のように改正する。

第２条第３１号中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ４１号

川口市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準等を定める条例の一部

を改正する条例

川口市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準等を定める条例（平成２９

年条例第７７号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

川口市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

第１条中「基準等」を「基準」に改める。

第４条から第８条までを削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。

（経過措置）

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）附則第８条の

規定により同法第２条の規定による改正後の食品衛生法（昭和２２年法律第２３

３号）（以下「新法」という。）第５７条第１項の規定による届出をしなければ

ならない者に関するこの条例による改正前の川口市食品衛生検査施設の設備及び

職員の配置の基準等を定める条例（以下「旧条例」という。）第４条、第６条及

び第７条の規定の適用については、新法第５７条第１項（新法第６８条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による届出をする日又は令和３年１１月３

０日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

３ 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経

過措置に関する政令（令和元年政令第１２３号。以下「整備令」という。）第９

条の規定により同条に規定する営業を行う者に関する旧条例第４条及び第７条の

規定の適用については、当該営業について新法第５５条第１項の許可を受ける日

又は令和６年５月３１日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

４ 整備令附則第２条の規定によりなお従前の例により同条に規定する営業を行う

者に関する旧条例第５条及び第７条の規定の適用については、当該営業について

新法第５５条第１項の許可を受ける日又は整備令附則第２条の規定によりなお従
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前の例により営業を行うことができることとされる期間の満了の日のいずれか早

い日までの間は、なお従前の例による。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ４２号

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。

第２条第２項ただし書中「６１０，０００円」を「６３０，０００円」に改め、

同条第４項ただし書中「１６０，０００円」を「１７０，０００円」に改める。

第２２条中「６１０，０００円」を「６３０，０００円」に、「１６０，０００

円」を「１７０，０００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ４３号

川口市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

川口市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第６３号）の一部を次の

ように改正する。

第４条の表川口市立医療センターの項中「心臓外科」を「心臓血管外科」に改め

る。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 14 -



議案第 ４４号

川口市学校給食条例の一部を改正する条例

川口市学校給食条例（平成２２年条例第４２号）の一部を次のように改正する。

第２条中「川口市立中学校」の次に「（川口市立高等学校附属中学校を除く。）

」を加える。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ４５号

川口市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例

川口市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１１年条例第５２号）の一部を次

のように改正する。

第７条第１項第３号中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に改め、同号ア

中「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に改め、同項第４号中「第３

０条第２項」を「第３５条第２項」に改め、同項第５号中「第３１条第１項」を「

第３６条第１項」に改め、同号ア(ｱ) 中「第２９条第３項」を「第３４条第３項」

に改め、同項第６号中「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に、「第３０条第

２項」を「第３５条第２項」に改め、同項第７号中「第３６条第１項」を「第４１

条第１項」に改め、同号ア中「第２条第３号」を「第２条第１項第３号」に改め、

同条第２項中「非住宅部分の床面積の合計（同項第３号」を「非住宅部分の床面積

の合計（前項第３号」に改める。

第９条第２項中「第１１条の４第１項」を「第１１条の３第１項」に改める。

別表第３中

「
住宅用途を含む建築物 ３００平方メートル以内の場 １０，０００円
の住戸部分を除く部分 合
及び住宅用途を含まな

をい建築物 ３００平方メートルを超え、 ３１，０００円
２，０００平方メートル以内
の場合

」

「
住宅用途を含む建築物 ３００平方メートル以内の場 １０，０００円
の住戸部分を除く部分 合
及び住宅用途を含まな
い建築物 ３００平方メートルを超え、 １９，０００円

１，０００平方メートル以内
に改める。の場合

１，０００平方メートルを超 ３１，０００円
え、２，０００平方メートル
以内の場合

」

別表第４中

「
共同住宅の共用部分 ３００平方メートル以内の場合 １１１，０００円

を
３００平方メートルを超え、２， １９２，０００円
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０００平方メートル以内の場合

」

「
共同住宅の共用部分 ３００平方メートル以内の場合 １１１，０００円

３００平方メートルを超え、１， １４５，０００円
０００平方メートル以内の場合

に、
１，０００平方メートルを超え、 １９２，０００円
２，０００平方メートル以内の場
合

」

「
住宅用途を含む建築物の住戸 ３００平方メートル以内の場合 ２５０，０００円 １０２，０００円

部分及び共用部分を除く部分
を

並びに住宅用途を含まない建 ３００平方メートルを超え、２， ４１２，０００円 １７１，０００円
築物 ０００平方メートル以内の場合

」

「
住宅用途を含む建築物の住戸 ３００平方メートル以内の場合 ２５０，０００円 １０２，０００円
部分及び共用部分を除く部分
並びに住宅用途を含まない建 ３００平方メートルを超え、１， ３１７，０００円 １３０，０００円

築物 ０００平方メートル以内の場合
に改め

１，０００平方メートルを超え、 ４１２，０００円 １７１，０００円
２，０００平方メートル以内の場
合

」

る。

別表第４の２中

「
省令第１条第１項第 ３００平方メートル未満の場合 ２５０，０００円
１号イに定める基準

をに適合する場合 ３００平方メートル以上２，０ ４１２，０００円
００平方メートル未満の場合

」

「
省令第１条第１項第 ３００平方メートル未満の場合 ２５０，０００円
１号イに定める基準
に適合する場合 ３００平方メートル以上１，０ ３１７，０００円

００平方メートル未満の場合 に、

１，０００平方メートル以上２， ４１２，０００円
０００平方メートル未満の場合

」

「
省令第１条第１項第 ３００平方メートル未満の場合 １０２，０００円
１号ロに定める基準

をに適合する場合 ３００平方メートル以上２，０ １７１，０００円
００平方メートル未満の場合

」
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「
省令第１条第１項第 ３００平方メートル未満の場合 １０２，０００円
１号ロに定める基準
に適合する場合 ３００平方メートル以上１，０ １３０，０００円

００平方メートル未満の場合 に改め

１，０００平方メートル以上２， １７１，０００円
０００平方メートル未満の場合

」

る。

別表第４の３中

「
３００平方メートル以上２，０００平 ３１，０００円

を方メートル未満の場合
」

「
３００平方メートル以上１，０００平 １９，０００円
方メートル未満の場合

に改める。
１，０００平方メートル以上２，００ ３１，０００円
０平方メートル未満の場合

」

別表第５中

「
非住宅用途を含む建築物の非 ３００平方メートル未満 １０，０００円
住宅部分 の場合

を３００平方メートル以上 ３１，０００円
２，０００平方メートル
未満の場合

」

「
非住宅用途を含む建築物の非 ３００平方メートル未満 １０，０００円
住宅部分 の場合

３００平方メートル以上 １９，０００円
１，０００平方メートル

に改め未満の場合

１，０００平方メートル ３１，０００円
以上２，０００平方メー
トル未満の場合

」

る。

別表第６中

「
省令第１０条 非住宅用途を ３００平方メートル未満 ２５０，０００円
第１号イ(1) 含む建築物の の場合
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及びロ(1) に 非住宅部分
を定める基準に ３００平方メートル以上 ４１２，０００円

適合する場合 ２，０００平方メートル
未満の場合

」

「
省令第１０条 非住宅用途を ３００平方メートル未満 ２５０，０００円
第１号イ(1) 含む建築物の の場合
及びロ(1) に 非住宅部分
定める基準に ３００平方メートル以上 ３１７，０００円
適合する場合 １，０００平方メートル に、未満の場合

１，０００平方メートル ４１２，０００円
以上２，０００平方メー
トル未満の場合

」

「
省令第１０条 非住宅用途を ３００平方メートル未満 １０２，０００円
第１号イ(2) 含む建築物の の場合
及びロ(2) に 非住宅部分

を定める基準に ３００平方メートル以上 １７１，０００円
適合する場合 ２，０００平方メートル

未満の場合
」

「
省令第１０条 非住宅用途を ３００平方メートル未満 １０２，０００円
第１号イ(2) 含む建築物の の場合
及びロ(2) に 非住宅部分
定める基準に ３００平方メートル以上 １３０，０００円
適合する場合 １，０００平方メートル

に改め未満の場合

１，０００平方メートル １７１，０００円
以上２，０００平方メー
トル未満の場合

」

る。

別表第７中

「
省令第１条第 非住宅用途を ３００平方メートル未満 ２５０，０００円
１項第１号イ 含む建築物の の場合
に定める基準 非住宅部分

をに適合する場 ３００平方メートル以上 ４１２，０００円
合 ２，０００平方メートル

未満の場合
」

「
省令第１条第 非住宅用途を ３００平方メートル未満 ２５０，０００円
１項第１号イ 含む建築物の の場合
に定める基準 非住宅部分
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に適合する場 ３００平方メートル以上 ３１７，０００円
合 １，０００平方メートル に、未満の場合

１，０００平方メートル ４１２，０００円
以上２，０００平方メー
トル未満の場合

」

「
省令第１条第 非住宅用途を ３００平方メートル未満 １０２，０００円
１項第１号ロ 含む建築物の の場合
に定める基準 非住宅部分 をに適合する場 ３００平方メートル以上 １７１，０００円
合 ２，０００平方メートル

未満の場合
」

「
省令第１条第 非住宅用途を ３００平方メートル未満 １０２，０００円
１項第１号ロ 含む建築物の の場合
に定める基準 非住宅部分
に適合する場 ３００平方メートル以上 １３０，０００円
合 １，０００平方メートル

に改め未満の場合

１，０００平方メートル １７１，０００円
以上２，０００平方メー
トル未満の場合

」

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第７条第２項の改正規

定及び第９条第２項の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市建築基準法等関係事務手数料条例別表第３から

別表第７までの規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適

用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ４６号

川口市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

川口市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第６１号

）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第２号中「６１１，７００人」を「６３７，９００人」に改め、同

項第３号中「１９２，７００立方メートル」を「１９５，６００立方メートル」に

改める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ４７号

包括外部監査契約の締結について

次のとおり包括外部監査契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２５２条の３６第１項の規定により議決を求める。

記

１ 契 約 の 目 的 包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

２ 契 約 の 始 期 令和３年４月１日

３ 契 約 の 金 額 １５，２８０，０００円を上限とする額

４ 契約の相手方 川口市戸塚３丁目２４番１９号

公認会計士 米 田 正 巳

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ４８号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

新 郷
大字赤井字谷田1277番地先 大字赤井字谷田1275番地先 1.8 21.4

第 4 9 号 線

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ４９号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

鳩 ヶ 谷
大字 辻 字 永 堀 7 9 2 番 2 地 先 大 字 辻 字 永 堀 7 8 9 番 1 地 先 1.8 43.2

第9029号線

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ５０号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

吉 澤 敏 夫 昭和２５年４月１７日生 川口市柳崎１丁目１９番３２号

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 吉 澤 敏 夫

生年月日 昭和２５年４月１７日

現 住 所 川口市柳崎１丁目１９番３２号

平成 元年 ７月 株式会社新光工業代表取締役

平成２２年 ４月 川口市管工事業協同組合副理事長

平成２７年 ７月 人権擁護委員

平成３０年 ７月 人権擁護委員

令和 ２年 ６月 一般社団法人埼玉県消防設備協会理事
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